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る
教
育
訓
練
給
付
の
受
給
資
格
を

持
た
な
い
ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母

さ
ん
や
お
父
さ
ん
の
就
職
や
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
の
た
め
の
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。
指
定
さ
れ
た
教

育
訓
練
講
座
を
受
講
し
修
了
し
た

場
合
、
受
講
に
か
か
っ
た
費
用
の

一
部
を
支
給
し
ま
す
。　

対
象
者

①
浦
添
市
に
住
所
を
有
す
る
母
子

家
庭
の
母
ま
た
は
父
子
家
庭
の
父

②
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
か
、
同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る

方対
象
講
座　
雇
用
保
険
制
度
の
教

育
訓
練
給
付
の
指
定
講
座
等
、
職
業

に
結
び
つ
く
可
能
性
の
高
い
講
座

支
給
額　
対
象
講
座
の
受
講
料
の

20
％
に
相
当
す
る
金
額
（
上
限
10

万
円
、
下
限
４
千
円
）

申
請
か
ら
支
給
ま
で
の
流
れ

①
事
前
相
談

　
講
座
を
受
講
す
る
前
に
浦
添
市
児

童
家
庭
課
で
事
前
相
談
を
受
け
る
。

②
指
定
講
座
申
請

　
対
象
講
座
指
定
申
請
書
を
提
出

す
る
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
発
行
さ

れ
た
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
要
件

回
答
書
を
添
付
す
る
。

③
講
座
指
定

　
対
象
者
へ
対
象
講
座
指
定
通
知

書
が
送
付
さ
れ
る
。

④
講
座
受
講

⑤
支
給
申
請

　
講
座
受
講
修
了
後
30
日
以
内
に

給
付
金
支
給
申
請
書
を
提
出
す
る
。

⑥
支
給
決
定

　
対
象
者
へ
支
給
決
定
通
知
書
が

送
付
さ
れ
る
。

⑦
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
。

■
平
成
27
年
度
中
学
校
卒
業
程

度
認
定
試
験
実
施
に
つ
い
て

学
務
課（
内
線
６
５
１
１
）

　
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由 

に
よ
っ
て
、
保
護
者
が
義
務
教
育

諸
学
校
に
就
学
さ
せ
る
義
務
を
猶 

予
ま
た
は
免
除
さ
れ
た
子
女
等
に

対
し
て
、
中
学
校
卒
業
程
度
の
学

力
が
あ
る
か
ど
う
か
を
認
定
す
る

た
め
に
国
が
行
う
試
験
で
す
。

合
格
し
た
者
に
は
高
等
学
校
の
入 

学
資
格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

試
験
日
時　
10
月
28
日（
水
）

試
験
会
場　
沖
縄
県
庁
13
階　
第

３
会
議
室

試
験
科
目　
国
語
・
社
会
・
数
学
・ 

 

理
科
・
外
国
語
（
英
語
）

受
験
資
格

①
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ
る

者
ま
た
は
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で

あ
っ
た
者
で
、
平
成
28
年
３
月
31
日

ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
者

②
保
護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務
の

猶
予
ま
た
は
免
除
を
受
け
ず
、
か

つ
、
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に

満
15
歳
に
達
す
る
者
で
、
そ
の
年

度
の
終
わ
り
ま
で
に
中
学
校
を
卒

業
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
事
に

つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ

る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
者

③
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
満

16
歳
以
上
に
な
る
者
（
①
お
よ
び

④
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

④
日
本
国
籍
を
有
せ
ず
平
成
28
年

３
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
以
上
に

な
る
者

受
付
期
間　

８
月
24
日（
月
）～

９
月
11
日（
金
）

※
郵
送
の
場
合
９
月
11
日（
金
）
の

消
印
有
効
と
す
る
。
願
書
は
学
務

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
介
護
保
険
所
得
段
階
別
保
険

料
の
表
記
の
お
詫
び
と
訂
正

介
護
保
険
課（
内
線
３
５
８
３
）

　
６
月
に
、
介
護
保
険
料
決
定
通

知
書
兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
及

び
、
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
を

発
送
し
ま
し
た
が
、
所
得
段
階
別

保
険
料
の
表
記
に
一
部
誤
り
が
あ

り
ま
す
の
で
お
詫
び
申
し
上
げ
、

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

■
猫
は
室
内
で
飼
う
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
！

環
境
保
全
課（
内
線
３
２
１
６
）

　
猫
の
フ
ン
や
尿
で
迷
惑
し
て
い

る
と
の
苦
情
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
猫
の
放
し
飼
い
や
野
良
猫
へ
の

無
責
任
な
餌
や
り
行
為
は
、
猫
が

周
辺
に
住
み
つ
く
原
因
と
な
り
、

ご
近
所
の
敷
地
内
に
フ
ン
・
尿
を

し
た
り
、
ご
み
を
荒
ら
し
た
り
す

る
な
ど
、
周
囲
の
迷
惑
と
な
り
ま

す
。
猫
は
家
の
中
で
飼
い
、
猫
用

の
ト
イ
レ
を
用
意
し
て
、
そ
こ
で

す
る
よ
う
し
つ
け
ま
し
ょ
う
。　

　
飼
い
猫
に
は
首
輪
・
迷
子
札
（
住

所・氏
名・連
絡
先
を
記
載
）を
付
け
、

家
族
の
一
員
と
し
て
最
後
ま
で
責

任
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
猫
が
自
然
の
ま
ま
に
繁

殖
し
て
、
飼
い
主
の
い
な
い
不
幸

な
猫
を
増
や
し
て
し
ま
う
こ
と
が

な
い
よ
う
避
妊
・
去
勢
手
術
を
受

け
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

■
ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て

環
境
保
全
課（
内
線
３
２
１
２
）

　
燃
え
る
ご
み
、燃
え
な
い
ご
み
、

資
源
ご
み
、
粗
大
ご
み
の
４
分
別

で
す
。
き
ち
ん
と
分
け
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ご
み
は
収
集
日
の
当
日
、
朝
８

時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
収

集
日
以
外
や
収
集
後
に
出
す
と
、

犬
や
猫
が
食
い
散
ら
か
し
ま
す
。

ま
た
、
収
集
車
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
に

合
わ
せ
て
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。
一
度
し
か
回
り
ま
せ

ん
の
で
、
出
し
遅
れ
た
場
合
収
集

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
収
集
は
戸
別
収
集
で
す
。
自
宅

の
門
前
口
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

収
集
車
が
入
ら
な
い
路
地
に
面
し

て
い
る
場
合
は
、
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

　
「
混
ぜ
れ
ば
ご
み
、
分
け
れ
ば

資
源
」と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

分
別
を
徹
底
し
て
行
う
こ
と
は
ご

み
の
再
資
源
化
や
減
量
化
に
つ
な

が
り
ま
す
。
限
り
あ
る
資
源
を
有

効
活
用
す
る
た
め
に
も
、
ご
み
分

別
の
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

■
台
風
時
の
ご
み
収
集
に
つ

い
て

環
境
保
全
課（
内
線
３
２
１
２
）

　
台
風
が
発
生
し
て
い
る
時
は
、

台
風
に
関
す
る
情
報
を
こ
ま
め
に

入
手
し
て
台
風
の
進
路
に
合
わ
せ

た
対
策
を
早
め
に
と
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
台
風
が
近
づ
き
、
荒

れ
た
天
気
に
な
っ
た
時
に
ご
み
を

出
す
の
は
危
険
で
す
。
で
き
る
限

り
、
次
回
の
ご
み
収
集
日
に
出
す

よ
う
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
暴
風
雨
時
に
お
け
る
ご

み
の
収
集
業
務
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ご

留
意
く
だ
さ
い
。

①　
８
時
に
お
い
て
、
バ
ス
が
運
行

停
止
し
て
い
る
場
合
は
、
原
則
そ
の

日
の
ご
み
収
集
は
中
止
し
ま
す
。

②　
①
の
場
合
に
バ
ス
が
15
時
ま

で
に
運
行
を
開
始
し
た
場
合
、
運

行
を
開
始
し
た
時
刻
か
ら
ご
み
の

収
集
を
開
始
し
ま
す
。

③　
ご
み
収
集
開
始
時
刻
以
降
に

バ
ス
が
運
行
を
停
止
し
た
場
合
は
、

運
行
を
停
止
し
た
時
刻
を
も
っ
て
、

ご
み
収
集
を
中
止
し
ま
す
。

※
ご
み
収
集
が
中
止
と
な
っ
た
場

合
は
、
次
回
の
収
集
日
に
ご
み
を

出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
各
種
相
談
窓
口
の
ご
案
内

市
民
相
談
室
・
消
費
生
活
相
談

室
（
☎
８
５
１
―
５
０
５
９
）

　
各
種
相
談
無
料
。
秘
密
厳
守
し

ま
す
。

場
所　

・
市
民
相
談
室
（
市
役
所
１
階
）

・
人
権
相
談
（
ハ
ー
モ
ニ
ー
セ
ン

タ
ー
）

【
各
種
相
談
】

●
市
民
相
談

内
容　
市
民
生
活
に
関
わ
る
市
民

の
一
般
相
談
及
び
市
行
政
に
対
す

る
意
見
や
要
望
、
苦
情
な
ど
。

日
時　
平
日
９
時
～
17
時

●
法
律
相
談
（
要
予
約
）

内
容　
市
民
生
活
に
関
わ
る
諸
々

の
法
律
相
談
。

日
時　
弁
護
士
相
談
は
毎
週
火
曜

日
、
司
法
書
士
相
談
は
毎
週
水
曜

日
、
と
も
に
14
時
～
16
時
30
分

●
行
政
相
談

内
容　
行
政
機
関
等
の
業
務
に
関

す
る
相
談
。

日
時　
毎
週
木
曜
日
（
第
５
週
木

曜
日
を
除
く
）
14
時
～
16
時

●
消
費
生
活
相
談

日
時　
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
10

時
～
16
時

●
人
権
相
談

日
時　
毎
月
第
１
木
曜
日
10
時
～

16
時

※
各
種
相
談
窓
口
は
12
時
～
13
時
、

土
日
祝
日
は
休
み
と
な
り
ま
す
。

■
台
風
対
策
に
つ
い
て(

水
道

部
か
ら
の
お
知
ら
せ
）

営
業
課（
☎
８
７
７
―
８
４
６
０
）

配
水
課（
☎
８
７
７
―
８
４
６
２
）

　
台
風
が
接
近
す
る
前
は
、
ご
自

身
の
住
宅
や
管
理
さ
れ
て
い
る
ア

パ
ー
ト
な
ど
の
水
道
設
備
を
点
検

し
、
安
全
対
策
を
十
分
に
取
ら
れ

ま
す
よ
う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

①
常
に
、
タ
ン
ク
の
中
は
水
を
貯

め
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
タ
ン
ク
が
空
の
ま
ま
だ
と
強
風

に
よ
り
飛
ば
さ
れ
た
り
、
破
損
す

る
こ
と
が
あ
り
危
険
で
す
。

②
屋
上
タ
ン
ク
の
フ
タ
は
し
っ
か

り
し
め
て
お
く
こ
と
。

　
フ
タ
が
飛
ば
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
危
険
で
す
。
ま
た
雨
や
ゴ
ミ
が

入
り
衛
生
的
に
も
良
く
あ
り
ま
せ

ん
。

③
タ
ン
ク
等
の
水
道
管
に
Ｔ
Ｖ
ア

ン
テ
ナ
等
を
つ
な
が
な
い
こ
と
。

　
強
風
に
よ
り
Ｔ
Ｖ
ア
ン
テ
ナ
等

が
吹
き
飛
ば
さ
れ
水
道
管
が
破
裂

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

＊
台
風
が
去
っ
た
後
も
、
水
漏
れ

等
が
な
い
か
水
道
設
備
の
点
検
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
第
55
回
下
水
道
の
日

下
水
道
課（
内
線
４
６
６
１
）

　
９
月
10
日
は
「
第
55
回
下
水
道

の
日
」
で
す
。
今
年
は
「
忘
れ
な

い　
暮
ら
し
の
下
に　
下
水
道
」

を
推
進
標
語
に
普
及
啓
発
活
動
を

行
い
ま
す
。

　
浦
添
市
で
は
「
下
水
道
パ
ネ
ル

展
」
を
開
催
し
ま
す
。

下
水
道
パ
ネ
ル
展

場
所　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

期
間　
９
月
７
日（
月
）～
11
日（
金
）

　
下
水
道
は
、
汚
水
を
科
学
的
、

衛
生
的
に
処
理
し
て
、
き
れ
い
な

水
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
重
要
な
働

き
を
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
下
水
道

に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
世
帯
、
事

業
主
の
方
は
、
下
水
道
課
ま
で
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【誤】 第 4 段階
第 5 段階

住民税非課税世帯のうち、本人が住
民税非課税で‥

↓

【正】 第 4 段階
第 5 段階

住民税課税世帯のうち、本人が住民
税非課税で‥

【誤】
※ 1「等」は、第 3 段階から第 9 段階の保険料を
適用すれば、生活保護法上の保護が必要となる者
であって、それより低い段階の保険料を適用する
ことにより保護を必要としなくなる者。

↓

【正】
「等」とは、第 2 段階から第 12 段階の保険料を
適用すれば、生活保護法上の保護が必要となる者
であって、それより低い段階の保険料を適用する
ことにより保護を必要としなくなる者。




